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伊 勢 崎 市 公 共 施 設 等 へ の 太 陽 光 発 電 設 備 等 導 入 調 査 支 援 業 務 委

託 仕 様 書  

 

１ ． 業 務 名 称  

伊 勢 崎 市 公 共 施 設 等 へ の 太 陽 光 発 電 設 備 等 導 入 調 査 支 援 業 務 委 託  

 

２ ． 目 的  

伊 勢 崎 市 は 、令 和 ７ 年 ４ 月 に ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 宣 言 を し 、２ ０ ５ ０

年 二 酸 化 炭 素 排 出 の 実 質 ゼ ロ を 目 指 し 、本 市 独 自 の 取 り 組 み を 推 進 し て

い る 。  

本 業 務 は 、そ の 一 環 と し て 、一 定 規 模 以 上 の 太 陽 光 発 電 設 備 が 未 設 置

の 公 共 施 設 等 を 対 象 と し た 導 入 に 係 る 調 査 を 行 う も の で あ り 、施 設 の 立

地 条 件 や 各 種 法 令 上 の 制 限・規 制 、設 置 の 際 の 施 設 へ の 影 響 等 を 調 査 し 、

設 置 方 法 や 発 電 量 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 、二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 削 減 効 果 等

を 検 討 し 、伊 勢 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画（ 事 務 事 業 編 ）に 反 映 す る

こ と を 主 な 目 的 と す る も の で あ る 。  

な お 、本 業 務 は 、環 境 省「 地 域 レ ジ リ エ ン ス・脱 炭 素 化 を 同 時 実 現 す

る 公 共 施 設 へ の 自 立・分 散 型 エ ネ ル ギ ー 設 備 等 導 入 推 進 事 業 」を 活 用 す

る も の で あ る 。  

 

３ ． 業 務 期 間  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 ま で  

 

４ ． 業 務 内 容  

⑴  調 査 対 象 施 設  

市 が 有 す る 太 陽 光 発 電 設 備（ ２ kW 程 度 の 小 規 模 設 備 は 除 く 。）が 未

設 置 の 公 共 施 設 等（ 別 添「 公 共 施 設 太 陽 光 発 電 導 入 調 査 対 象 リ ス ト 」）

を 調 査 対 象 と す る 。   
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⑵  対 象 施 設 の 情 報 収 集・整 理 業 務 の 目 的 を 踏 ま え 、対 象 施 設 の 情 報

を 以 下 の 点 等 に つ い て 整 理 し 、 施 設 情 報 等 の 資 料 に よ る 検 討 を 行 う 。  

ア  建 築 基 準 法 等 の 法 令 に よ る 制 限   

イ  耐 震 基 準 の 適 合 性   

ウ  建 築 面 積 等   

エ  屋 根 の 状 態   

オ  電 力 消 費 量  

 

⑶  現 地 調 査 の 施 設 抽 出  

上 記 ⑵ の 調 査 に よ り 、代 表 的 な 公 共 施 設 を 少 な く と も ２ ０ 施 設 以 上

抽 出 し 、現 地 調 査・導 入 計 画 の 対 象 施 設 と す る 。抽 出 方 法 に つ い て は 、

施 設 種 別 や 規 模 、築 年 数 な ど こ れ ま で の 調 査 実 績 や 知 見 を 基 に 適 切 な

分 類 を 行 い 、そ の 抽 出 し た 施 設 の 設 置 検 討 が 、同 じ 分 類 の そ の 他 施 設

へ 展 開 で き る も の と す る こ と 。   

 

⑷  現 地 調 査   

⑶ の 施 設 抽 出 に お い て 選 定 さ れ た 施 設 に つ い て 、導 入 計 画 を 作 成 す

る た め に 必 要 な 現 地 調 査 を 行 う と と も に 、以 下 に つ い て と り ま と め る

こ と 。  

ア  太 陽 光 発 電 設 備 の 荷 重 に よ る 施 設 へ の 影 響  

イ  建 築 基 準 法 等 の 法 令 に よ る 制 限   

ウ  周 辺 環 境 の 確 認   

エ  日 射 量 等 の 確 認   

オ  設 置 想 定 箇 所 の 現 況 確 認   

カ  施 設 の 電 力 使 用 状 況  

  

⑸  導 入 計 画 及 び 調 査 報 告 書 の 作 成  

現 地 調 査 等 の 結 果 を 踏 ま え 、 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 に 係 る 事 業 性

（ 以 下 の ア か ら ク の 項 目 等 ）を 検 討 し 、導 入 計 画 及 び 調 査 報 告 書 を 作
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成 す る 。  

な お 、導 入 計 画 は 、個 別 の 施 設 ご と に 取 り ま と め た 上 で 、事 業 性 を

勘 案 し 、設 備 導 入 に 係 る 優 先 度 を 考 慮 し た 施 設 全 体 の 導 入 計 画 と す る

こ と 。  

ま た 、 導 入 計 画 の 期 間 に つ い て は 、 調 査 実 施 後 の 令 和 ８ 年 度 か ら 、

政 府 実 行 計 画 等 と 歩 調 を 合 わ せ 、令 和 １ ２ 年 度 及 び 令 和 ２ ２ 年 度 を 見

据 え た 期 間 設 定 と す る こ と 。  

ア  事 業 ス キ ー ム の 検 討 （ 国 等 の 補 助 金 の 活 用 、 Ｐ Ｐ Ａ 事 業 等 ）  

イ  設 置 の 工 法 、 レ イ ア ウ ト 、 容 量 （ パ ネ ル 枚 数 ）、 想 定 重 量 等   

※ 構 造 計 算 書 が な い 場 合 は 、一 級 建 築 士 等 の 有 資 格 者 の 知 見 や 建

築 基 準 法 等 の 法 令 の 観 点 か ら 、躯 体 へ の 影 響 等 を 考 慮 し た 工 法 や

設 置 容 量 を 検 討 す る こ と 。   

ウ  設 置 工 事 費 （ 概 算 ） の 算 定  

エ  想 定 発 電 量 の 算 定（ 発 電 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 、設 備 利 用 率 の 設 定  

等 ）  

オ  二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 削 減 見 込   

カ  経 費 削 減 効 果 、 事 業 ス キ ー ム を 考 慮 し た 上 で の 事 業 採 算 性 の

検 証   

キ  現 地 調 査 の 対 象 外 施 設 へ の 展 開 案 及 び 総 事 業 費 （ 概 算 ） の 算

定   

ク  長 期 及 び 地 震 時 の 可 能 耐 荷  

 

 ⑹  本 事 業 の 調 査 結 果 を 第 ４ 次 伊 勢 崎 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画（ 事 務

事 業 編 ） に 反 映 さ せ る た め に 、 調 査 に 係 る デ ー タ 等 を 提 供 す る こ

と 。  

 

 ⑺  環 境 省「 地 域 レ ジ リ エ ン ス・脱 炭 素 化 を 同 時 実 現 す る 公 共 施 設 へ

の 自 立 ・ 分 散 型 エ ネ ル ギ ー 設 備 等 導 入 推 進 事 業 」 の 完 了 実 績 報 告

書 等 を 作 成 す る こ と 。  
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５ ． 成 果 物  

⑴  電 子 デ ー タ  一 式  

⑵  製 本 物  一 式  

 ⑶  伊 勢 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （ 事 務 事 業 編 ） 用 デ ー タ  

 ⑷  環 境 省「 地 域 レ ジ リ エ ン ス・脱 炭 素 化 を 同 時 実 現 す る 公 共 施 設 へ

の 自 立・分 散 型 エ ネ ル ギ ー 設 備 等 導 入 推 進 事 業 」の 実 績 報 告 書 等  

 

６ ． そ の 他  

⑴  受 託 者 は 、本 業 務 の 実 施 に あ た り 、関 連 す る 法 令 等 を 遵 守 し な け

れ ば な ら な い 。  

⑵  受 託 者 は 、本 業 務 の 目 的 や 意 図 を 十 分 に 理 解 し た う え で 、仕 様 に

基 づ い た 計 画 を 作 成 し 、発 注 者 と 打 ち 合 わ せ を 行 い 、誠 意 を も っ て

業 務 を 遂 行 す る も の と す る 。   

⑶  受 託 者 は 、本 業 務 の 遂 行 に あ た り 知 り 得 た 情 報 を 、委 託 者 の 許 可

な く 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。ま た 、個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 を 認

識 し 、個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う 、個 人 情 報 の 取 り

扱 い を 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。こ の 契 約 が 終 了 し た 後 も 同 様

と す る 。   

⑷  受 託 者 は 、本 業 務 の 遂 行 に お い て 本 市 か ら 資 料 の 貸 与 を 受 け る 必

要 が あ る 場 合 は 、本 市 と 協 議 の う え 貸 与 を 受 け る こ と 。な お 、貸 与

を 受 け た 場 合 は 、 業 務 終 了 後 速 や か に 資 料 を 返 却 す る こ と 。 ま た 、

貸 与 を 受 け た 資 料 を 汚 損 等 さ せ た 場 合 は 、受 注 者 の 責 任 に お い て 復

旧 す る こ と 。  

⑸  受 託 者 は 、十 分 な 注 意 を 払 っ て 本 業 務 を 遂 行 す る こ と と し 、受 注

者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 委 託 業 務 の 処 理 に 関 し 発 生 し た 損

害（ 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害 を 含 む 。）の た め に 必 要 を 生 じ た 経 費 は 、

受 託 者 が 負 担 す る も の と す る 。  

⑹  本 業 務 の 実 施 に 関 し 、仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 が 生 じ た

場 合 は 、 そ の 都 度 本 市 と 協 議 を 行 い 決 定 す る こ と 。  



 

 

 

公 共 施 設 太 陽 光 発 電 導 入 調 査 対 象 リ ス ト  

 

 施 設 名  住 所  

１  絣 の 郷  伊 勢 崎 市 昭 和 町 1712-2 

２  い せ さ き 聖 苑  伊 勢 崎 市 波 志 江 町 3553 

３  さ か い 聖 苑  伊 勢 崎 市 境 美 原 18 

４  茂 呂 ク リ ー ン セ ン タ ー  伊 勢 崎 市 茂 呂 南 町 5097-2 

５  境 ク リ ー ン セ ン タ ー  伊 勢 崎 市 境 上 矢 島 675 

６  あ ず ま ス ト ッ ク ヤ ー ド  伊 勢 崎 市 東 小 保 方 町 3242-1 

７  境 ス ト ッ ク ヤ ー ド  伊 勢 崎 市 境 女 塚 328-1 

８  清 掃 リ サ イ ク ル セ ン タ ー ２ １  伊 勢 崎 市 柴 町 954 

９  あ ず ま 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場  伊 勢 崎 市 東 小 保 方 町 3221 

10 華 蔵 寺 公 園 運 動 施 設  伊 勢 崎 市 堤 西 町 93 

11 第 ニ 市 民 体 育 館  伊 勢 崎 市 乾 町 75-5 

12 い せ さ き 市 民 の も り 公 園  伊 勢 崎 市 山 王 町 2663 

13 平 塚 公 園  伊 勢 崎 市 境 平 塚 362 

14 消 防 本 部 ・ 伊 勢 崎 消 防 署  伊 勢 崎 市 今 泉 町 2 丁 目 895 

15 上 下 水 道 局 庁 舎  伊 勢 崎 市 連 取 町 1952 

16 竜 宮 浄 水 場  伊 勢 崎 市 宮 子 町 3069-1 

17 広 瀬 浄 水 場  伊 勢 崎 市 上 泉 町 506-1 

18 あ ず ま 浄 水 場  伊 勢 崎 市 国 定 町 2 丁 目 1515-1 

19 境 ふ ち な 配 水 場  伊 勢 崎 市 境 上 渕 名 215 

20 境 下 武 士 浄 水 場  伊 勢 崎 市 境 下 武 士 262-1 

21 西 久 保 配 水 場  伊 勢 崎 市 西 久 保 町 2 丁 目 227-2 

22 波 志 江 配 水 場  伊 勢 崎 市 波 志 江 町 2834-4 

23 第 一 学 校 給 食 調 理 場  伊 勢 崎 市 西 小 保 方 町 692-5 

24 文 化 財 保 護 課 事 務 所  伊 勢 崎 市 西 久 保 町 2 丁 目 123-1 

 

別 添  


